
	登録番号
	
	



知多中部広域事務組合Ｎｅｔ１１９緊急通報システム利用承諾書

　　年　　月　　日

知多中部広域事務組合消防長　様

申請者
住所　
氏名　

私は、「知多中部広域事務組合Net119緊急通報システム利用規約」を承諾し、登録申請します。
なお、緊急時に半田市、阿久比町、武豊町及び東浦町を管轄する知多中部広域事務組合又は同組合が共同運用する知多広域消防指令センター（以下「指令センター」という。）が必要と判断した場合については、登録申請書の記載事項について第三者（行政機関や医療機関、警察等の消防救急活動に必要と認められる範囲）に情報提供することについて承諾します。
また、指令センター以外の消防機関が通報を受け付けた場合も同様に情報提供することについて承諾します。

利用者
署名　　　　　　　　　　　　　　　

《注意事項》
(1)　利用者が未成年の場合は、保護者の方が申請を行ってください。その際、申請者欄には保護者の方の情報を記入し、利用者署名欄には本人の署名をお願いします。
第１号様式（第４条関係）

(2)　Net119緊急通報システムの利用を希望される場合は、この書面とともに「知多中部広域事務組合Net119緊急通報システム登録申請書」に必要事項を記入し、窓口まで持参してください。
	登録 (とうろく)番号 (ばんごう)記入例 (きにゅうれい)

	
	




知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)Net (ねっと)119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システム利用 (りよう)承諾書 (しょうだくしょ)

令和 (れいわ)〇〇年 (ねん)○○月 (がつ)○○日 (ひ)
　提出 (ていしゅつ)する日 (ひ)付

知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)消防 (しょうぼう)長 (ちょう)　様 (さま)

申請者 (しんせいしゃ)利用者 (りようしゃ)が未成年 (みせいねん)の場合 (ばあい)は、保護者 (ほごしゃ)の名前 (なまえ)を記入 (きにゅう)

住所 (じゅうしょ)　○○市 (し)○○町 (まち) 字名 (あざめい) ○○番地 (ばんち)
氏名 (しめい)　指令 (しれい)　太郎 (たろう)（例 (れい)：保護者 (ほごしゃ)の名前 (なまえ)）

私 (わたし)は、「知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)Net119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システム利用 (りよう)規約 (きやく)」を承諾 (しょうだく)し、登録 (とうろく)申請 (しんせい)します。
なお、緊急 (きんきゅう)時 (じ)に半田 (はんだ)市 (し)、阿久比 (あぐい)町 (ちょう)、武豊 (たけとよ)町 (ちょう)及 (およ)び東浦町 (ひがしうらちょう)を管轄 (かんかつ)する知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)又は同組合 (どうくみあい)が共同 (きょうどう)運用 (うんよう)する知多 (ちた)広域 (こういき)消防 (しょうぼう)指令 (しれい)センター（以下 (いか)「指令 (しれい)センター」という。）が必要 (ひつよう)と判断 (はんだん)した場合 (ばあい)については、登録 (とうろく)申 (しん)請書 (せいしょ)の記載 (きさい)事項 (じこう)について第三者 (だいさんしゃ)（行政 (ぎょうせい)機関 (きかん)や医療 (いりょう)機関 (きかん)、警察 (けいさつ)等 (とう)の消防 (しょうぼう)救急 (きゅうきゅう)活動 (かつどう)に必要 (ひつよう)と認 (みと)められる範囲 (はんい)）に情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)することについて承諾 (しょうだく)します。
また、指令 (しれい)センター以外 (いがい)の消防 (しょうぼう)機関 (きかん)が通報 (つうほう)を受 (う)け付 (つ)けた場合 (ばあい)も同様 (どうよう)に情報 (じょうほう)提供 (ていきょう)することについて承 (しょう)諾 (だく)します。直筆 (じきひつ)署名 (しょめい)

利用者 (りようしゃ)が未成年 (みせいねん)の場合 (ばあい)は、利用 (りよう)する｢本人 (ほんにん)の名前 (なまえ)｣を記入 (きにゅう)

利用者 (りようしゃ)
署名 (しょめい)　指令 (しれい)　小太郎 (こたろう)　　（例 (れい)：子 (こ)の名前 (なまえ)）

《注意 (ちゅうい)事項 (じこう)》
(1)　利用者 (りようしゃ)が未成年 (みせいねん)の場合 (ばあい)は、保護者 (ほごしゃ)の方 (かた)が申請 (しんせい)を行 (おこな)ってください。その際 (さい)、申請者欄 (しんせいしゃらん)には保護者 (ほごしゃ)の方 (かた)の情報 (じょうほう)を記入 (きにゅう)し、利用者 (りようしゃ)署名欄 (しょめいらん)には本人 (ほんにん)の署名 (しょめい)をお願 (ねが)いします。
(2)　Net119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システムの利用 (りよう)を希望 (きぼう)される場合 (ばあい)は、この書面 (しょめん)とともに「知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)Net119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システム登録 (とうろく)申請書 (しんせいしょ)」に必要 (ひつよう)事項 (じこう)を記入 (きにゅう)し、窓口 (まどぐち)まで持参 (じさん)してください。


《　お問 (とい)合 (あわ)せ先 (さき)　》
〒475-0817
半田 (はんだ)市 (し)東洋 (とうよう)町 (ちょう)１丁目 (ちょうめ)６番地 (ばんち)
知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)　Net119担当 (たんとう)
ＴＥＬ：0569-21-1492
ＦＡＸ：0569-22-7420
Eメール：handa119@cac-net.ne.jp


	登録番号
	
	



知多中部広域事務組合Net119緊急通報システム登録申請書
申請日　　　　　年　　月　　日
知多中部広域事務組合消防長　様

	利用端末種別
	スマートフォン　・　携帯電話　・　その他



１　利用者情報（太枠内は必ず記入してください。）
	フリガナ
	
	性　別

男・女
	生年月日（和暦）
年　　月　　日生

	氏　　　名
	
	
	

	メールアドレス
	

	住　　　所
	

	附則事項
	（例）マンション部屋№、オートロックなど

	連絡先電話番号
	 

	ファックス番号
	 

	障がいの内容
	

	備　　　考
	

	※　その他の利用者情報（該当のものに○をつけてください。）

	あなたの自宅に健聴者(聞こえる人)が
	いる　・　いない

	あなたは手話が
	できる　・　できない

	あなたは筆談が
	できる　・　できない

	※　追記事項

	（例）保護者情報など



 ２　緊急連絡先第２号様式（第２面）（第４条関係）

　⑴　第１連絡先（本人との関係：　　　　　　　）
	フリガナ
	
	電話番号
	

	氏　　名
	
	ファックス番号
	

	メールアドレス
	

	住所
	

	備考
	


　⑵　第２連絡先（本人との関係：　　　　　　　）
	フリガナ
	
	電話番号
	

	氏　　名
	
	ファックス番号
	

	メールアドレス
	

	住所
	

	備考
	



 ３　よく行く場所（通勤・通学場所などを記入してください）
	
	名称
	住　　　所
	備　考

	場所１
	
	
	

	場所２
	
	
	

	場所３
	
	
	

	

	４　医療情報

	血液型
	A・B
O・AB
	型
	RH
	＋
－
	持病
(既往歴)
	

	常用薬
	
	アレルギー
	

	かかりつけ
医療機関
	

	備考
	（例）医療機関連絡先、担当医名など




第２号様式（第１面）（第４条関係）


	登録 (とうろく)番号 (ばんごう)
	○○市 (し)/町 (まち)
	


記入例 (きにゅうれい)


知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)Net１１９緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システム登録 (とうろく)申請書 (しんせいしょ)　申請 (しんせい)する日付 (ひづけ)

　申請 (しんせい)日 (び)　令和 (れいわ)　　年 (ねん)　　月 (つき)　　日 (ひ)
知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)消防 (しょうぼう)長 (ちょう)　様 (さま)
	利用 (りよう)端末 (たんまつ)種別 (しゅべつ)
	スマートフォン　・　携帯 (けいたい)電話 (でんわ)　・　その他 (ほか)


該当 (がいとう)機種 (きしゅ)に○囲 (かこ)い

１　利用者 (りようしゃ)情報 (じょうほう)（太 (ふと)枠内 (わくない)は必 (かなら)ず記入 (きにゅう)してください。）
	フリガナ
	シレイ　コタロウ
	性 (せい)　別 (べつ)
男 (おとこ)・女 (おんな)
	生年 (せいねん)月日 (がっぴ)（和暦 (われき)）
年 (ねん)　　月 (がつ)　　日生 (にちうまれ)

	氏 (し)　　名 (めい)
	指令　小太郎
	
	

	メールアドレス
	chitakouiki119@cac-net.ne.jp(←例 (れい):指令 (しれい)センターのアドレス)Net (ねっと)119登録 (とうろく)で重要 (じゅうよう)な項目 (こうもく)
誤記 (ごき)に、ご注意 (ちゅうい)ください


	住 (じゅう)　　所 (しょ)
	○○市 (し)○○町 (まち)○丁目 (ちょうめ)○番地 (ばんち)

	附則 (ふそく)事項 (じこう)
	（例 (れい)）マンション部屋 (へや)№、オートロックなど

	連絡先 (れんらくさき)電話番号 (でんわばんごう)
	 自宅 (じたく)0569-00-0000携帯 (けいたい)の記入 (きにゅう)もお薦 (すす)めします

携帯 (けいたい)090-0000-0000

	ファックス番号 (ばんごう)
	  0569-20-1122（←例 (れい):指令 (しれい)センターの番号 (ばんごう)）市外 (しがい)局番 (きょくばん)の記入


	障 (しょう)がいの内容 (ないよう)
	例 (れい)：聴覚 (ちょうかく)障 (しょう)がい・言語 (げんご)障 (しょう)がい・そしゃく障 (しょう)がい など
　（重複 (じゅうふく)の場合 (ばあい)も、全 (すべ)ての内容 (ないよう)を記入 (きにゅう)）

	備 (び)　　考 (こう)
	

	※　その他 (ほか)の利用者 (りようしゃ)情報 (じょうほう)（該当 (がいとう)のものに○をつけてください。）

	あなたの自宅 (じたく)に健聴 (けんちょう)者 (しゃ)(聞 (き)こえる人 (ひと))が
	（　いる　・　いない　）

	あなたは手話 (しゅわ)が
	（　できる　・　できない　）　

	あなたは筆談 (ひつだん)が
	（　できる　・　できない　）

	※　追記 (ついき)事項 (じこう)該当 (がいとう)に○囲 (かこ)い


	（例 (れい)）保護者 (ほごしゃ)情報 (じょうほう)など



 ２　緊急 (きんきゅう)連絡先 (れんらくさき)携帯 (けいたい)の記入 (きにゅう)もお薦 (すす)めします

　⑴　第 (だい)１連絡先 (れんらくさき)（本人 (ほんにん)との関係 (かんけい)：　　　父 (ちち)　　　　）
	フリガナ
	シレイ　タロウ
	電話番号 (でんわばんごう)
	自宅 (じたく)0569-00-0000
携帯 (けいたい)090-0000-0000

	氏 (し)　　名 (めい)
	指令　太郎
	ファックス番号 (ばんごう)
	0000-00-0000

	メールアドレス
	○○○○＠○○○○.ne.jp

	住所 (じゅうしょ)
	○○市 (し)○○町 (まち)○○(字名 (あざめい)) ○○番地 (ばんち)の○本人 (ほんにん)との関係 (かんけい)を忘 (わす)れずに記入 (きにゅう)


	備考 (びこう)
	


　⑵　第 (だい)２連絡先 (れんらくさき)（本人 (ほんにん)との関係 (かんけい)：　　　母 (はは)　　　　）
	フリガナ
	シレイ　ハナコ
	電話番号 (でんわばんごう)
	自宅 (じたく)0569-00-0000
携帯 (けいたい)090-0000-0000

	氏　　名
	指令　花子
	ファックス番号 (ばんごう)
	0000-00-0000

	メールアドレス
	○○○○＠○○○○.ne.jp

	住所 (じゅうしょ)
	○○市 (し)○○町 (まち)○○(字名 (あざめい)) ○○番地 (ばんち)の○

	備考 (びこう)
	



 ３　よく行く場所 (ばしょ)（通勤 (つうきん)・通学 (つうがく)場所 (ばしょ)などを記入 (きにゅう)してください）
	
	名称 (めいしょう)
	住 (じゅう)　　　所 (しょ)
	備 (び)　考 (こう)

	場所 (ばしょ)１
	○○○○株式 (かぶしき)会社 (がいしゃ)
	○○町 (ちょう)大字 (おおあざ)○○字 (あざ)○番地 (ばんち)の○
	

	場所 (ばしょ)２
	○○○○福祉 (ふくし)施設 (しせつ)
	○○市 (し)○○町 (まち)○○番地 (ばんち)の○
	

	場所 (ばしょ)３
	
	該当 (がいとう)に○囲 (かこ)い

	

	

	４　医療 (いりょう)情報 (じょうほう)

	血液型 (けつえきがた)
	A・B
O・AB
	型
	RH
	＋
－
	持病 (じびょう)
(既往歴 (きおうれき))
	高血圧症 (こうけつあつしょう)・糖尿病 (とうにょうびょう)・動脈 (どうみゃく)硬化症 (こうかしょう)・心 (しん)疾患 (しっかん) など

	常用 (じょうよう)薬 (やく)
	ニトロなど
	アレルギー
	たまご

	かかりつけ
医療 (いりょう)機関 (きかん)
	○○総合 (そうごう)病院 (びょういん)○○科 (か)

	備考 (びこう)
	（例 (れい)）医療 (いりょう)機関 (きかん)連絡先 (れんらくさき)、担当医名 (たんとういめい)などその他 (ほか)に留意 (りゅうい)事項 (じこう)を記入 (きにゅう)



《　お問 (とい)合 (あわ)せ先 (さき)　》
〒475-0817
半田 (はんだ)市 (し)東洋 (とうよう)町 (ちょう)１丁目 (ちょうめ)６番地 (ばんち)
知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)　Net119担当 (たんとう)
ＴＥＬ：0569-21-1492
ＦＡＸ：0569-22-7420

Eメール：handa119@cac-net.ne.jp
	登録番号
	
	




知多中部広域事務組合Net119緊急通報システム変更申請書

申請日　　　　　年　　月　　日
知多中部広域事務組合消防長　様

１　利用者情報
登録時（変更申請したことがある場合は最後に申請した時）の情報を記入してください
	フリガナ
	
	性　別
男・女
	生年月日（和暦）
年　　月　　日生

	氏　　　名
	
	
	

	住　　　所
	〒


	メールアドレス
	

	ファックス番号
	



２　機種変更の有無（携帯電話会社を変更した場合も“有”としてください）

	（　有　・　無　）

３　変更内容（変更となった情報のみ記入してください）
	項　　目
	変　更　前
	変　更　後

	






	






	









第３号様式（第６条関係）

	登録 (とうろく)番号 (ばんごう)
	
	


記入例 (きにゅうれい)


知多 (ちた)中部 (ちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)Net (ねっと)119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システム変更 (へんこう)申請書 (しんせいしょ)

申請 (しんせい)日 (び)　　令和 (れいわ)〇〇年 (ねん)〇〇月 (がつ)○○日 (ひ)
知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)消防 (しょうぼう)長 (ちょう)　様 (さま)申請 (しんせい)する日付 (ひづけ)

１　利用者 (りようしゃ)情報 (じょうほう)
登録 (とうろく)時 (じ)（変更 (へんこう)申請 (しんせい)したことがある場合 (ばあい)は最後 (さいご)に申請 (しんせい)した時 (とき)）の情報 (じょうほう)を記入 (きにゅう)してください
	フリガナ
	シレイ　コタロウ
	性 (せい)　別 (べつ)
男 (おとこ)・女 (おんな)
	生年 (せいねん)月日 (がっぴ)（和暦 (われき)）
令和 (れいわ)2年 (ねん)１月 (がつ)１９日 (にち)生 (うまれ)

	氏 (し)　　　名 (めい)
	指令　小太郎
	
	

	住 (じゅう)　　　所 (しょ)
	〒475-0001
半田 (はんだ)市 (し)石塚 (いしづか)町 (ちょう)三 (さん)丁目 (ちょうめ)５番地 (ばんち)←例 (れい):指令 (しれい)センターの住所 (じゅうしょ)）

	メールアドレス
	chitakouiki119@cac-net.ne.jp（←例 (れい):指令 (しれい)センターのアドレス）

	ファックス番号
	 0569-20-1122（←例 (れい):指令 (しれい)センターの番号 (ばんごう)）


変更前 (へんこうまえ)の住所 (じゅうしょ)･アドレスを記入


２　機種 (きしゅ)変更 (へんこう)の有無 (うむ)（携帯 (けいたい)電話 (でんわ)会社 (がいしゃ)を変更 (へんこう)した場合 (ばあい)も“有 (あり)”としてください）
機種 (きしゅ)･携帯 (けいたい)会社 (かいしゃ)が変 (か)わると、Net119が使 (つか)えなくなる可能性 (かのうせい)があるので、ご注意 (ちゅうい)ください。

	（　有 (あり)　・　無 (なし)　）

３　変更 (へんこう)内容 (ないよう)（変更 (へんこう)となった情報 (じょうほう)のみ記入 (きにゅう)してください）
	項 (こう)　　目 (もく)
	変 (へん)　更 (こう)　前 (まえ)
	変 (へん)　更 (こう)　後 (あと)

	
住所 (じゅうしょ)


アドレス

氏名 (しめい)
	
〒475-0001
半田 (はんだ)市 (し)石塚 (いしづか)町 (ちょう)三 (さん)丁目 (ちょうめ)５番地 (ばんち)

chitakouiki119@cac-net.ne.jp

指令 (しれい)　小太郎 (こたろう)
	引越 (ひっこ)し等 (など)で住所変更 (へんこう)

〒474-0023
大府 (おおぶ)市 (し)大東 (だいとう)町 (ちょう)三 (さん)丁目 (ちょうめ)202番地 (ばんち)
（↑大府 (おおぶ)消防 (しょうぼう)の住所 (じゅうしょ)）
○○119@docomo.ne.jp携帯 (けいたい)会社 (かいしゃ)の変更 (へんこう)でアドレス変更 (へんこう)


消防 (しょうぼう)　小太郎 (こたろう)


婚姻 (こんいん)等 (など)で名字 (みょうじ)変更 (へんこう)

《　お問 (とい)合 (あわ)せ先 (さき)　》
〒475-0817
半田市 (はんだし)東洋町 (とうようちょう)１丁目 (ちょうめ)６番地 (ばんち)
知多 (ちた)中部 (ちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)　Net (ねっと)119担当 (たんとう)
ＴＥＬ：0569-21-1492
ＦＡＸ：0569-22-7420

Eメール：handa119@cac-net.ne.jp
	登録番号
	
	




知多中部広域事務組合Net119緊急通報システム利用廃止申請書

申請日　　　　　年　　月　　日
知多中部広域事務組合消防長　様

１　利用者情報
登録時（変更申請したことがある場合は最後に申請した時）の情報を記入してください
	フリガナ
	
	性　別
男・女
	生年月日（和暦）
年　　月　　日生

	氏　　　名
	
	
	

	住　　　所
	〒


	メールアドレス
	

	

２　申請内容
私は、このたびNet119緊急通報システムの利用を廃止しますので、登録情報の抹消をお願いします。





申請者
署名　　　　　　　　　　　　　　　　　








第４号様式（第６条関係）

	登録 (とうろく)番号 (ばんごう)
	
	


記入例 (きにゅうれい)



知多 (ちた)中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)Net (ねっと)119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システム利 (り)用 (よう)廃 (はい)止 (し)申請 (しんせい)書 (しょ)

申請 (しんせい)日 (び)　　令和 (れいわ)〇〇年 (ねん)〇〇月 (がつ)○○日 (ひ)
知 (ち)多中部 (たちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)消防 (しょうぼう)長 (ちょう)　様 (さま)申請 (しんせい)する日付 (ひづけ)

１　利用者 (りようしゃ)情報 (じょうほう)
登録 (とうろく)時 (じ)（変更 (へんこう)申請 (しんせい)したことがある場合 (ばあい)は最後 (さいご)に申請 (しんせい)した時 (とき)）の情報 (じょうほう)を記入 (きにゅう)してください
	フリガナ
	シレイ　コタロウ
	性 (せい)　別 (べつ)
男 (おとこ)・女 (おんな)
	生年 (せいねん)月日 (がっぴ)（和暦 (われき)）
令和 (れいわ)2年 (ねん)１月 (がつ)１９日 (にち)生 (うまれ)

	氏 (し)　　　名 (めい)
	指令　小太郎
	
	

	住 (じゅう)　　　所 (しょ)
	〒475-0001
半田 (はんだ)市 (し)石塚 (いしづか)町 (ちょう)三 (さん)丁目 (ちょうめ)５番地 (ばんち)←例 (れい):指令 (しれい)センターの住所 (じゅうしょ)）

	メールアドレス
	chitakouiki119@cac-net.ne.jp（←例 (れい):指令 (しれい)センターのアドレス）

	ファックス番号
	 0569-20-1122（←例 (れい):指令 (しれい)センターの番号 (ばんごう)）

	市外 (しがい)局番 (きょくばん)の記入 (きにゅう)

２　申請 (しんせい)内容 (ないよう)
私 (わたし)は、このたびNet (ねっと)119緊急 (きんきゅう)通報 (つうほう)システムの利用 (りよう)を廃 (はい)止 (し)しますので、登録 (とうろく)情報 (じょうほう)の抹消 (まっしょう)をお願 (ねが)いします。

利用者 (りようしゃ)が未成年 (みせいねん)の場合 (ばあい)は、利用 (りよう)承諾書 (しょうだくしょ)の申請者 (しんせいしゃ)である｢保護者 (ほごしゃ)の名前 (なまえ)｣を記入 (きにゅう)

直筆 (じきひつ)署名 (しょめい)



[bookmark: _GoBack]申請者 (しんせいしゃ)
署名 (しょめい)　　指令 (しれい)　太郎 (たろう)　（例 (れい)：保護者 (ほごしゃ)の名前 (なまえ)）利用 (りよう)承諾書 (しょうだくしょ)を申請 (しんせい)したときは、未成年 (みせいねん)であったが、成人 (せいじん)していれば、｢利用者 (りようしゃ)の名前 (なまえ)｣を記入 (きにゅう)







《　お問 (とい)合 (あわ)せ先 (さき)　》
〒475-0817
半田市 (はんだし)東洋町 (とうようちょう)１丁目 (ちょうめ)６番地 (ばんち)
知多 (ちた)中部 (ちゅうぶ)広域 (こういき)事務 (じむ)組合 (くみあい)　Net (ねっと)119担当 (たんとう)
ＴＥＬ：0569-21-1492
ＦＡＸ：0569-22-7420

Eメール：handa119@cac-net.ne.jp
知多中部広域事務組合 Net119緊急通報システム利用規約

（はじめに）
第１　サービス内容
半田市、阿久比町、武豊町及び東浦町（以下「組合市町」といいます。）を管轄する知多中部広域事務組合（以下「組合」といいます。）において共同運用する知多広域消防指令センター（以下「指令センター」といいます。）が提供するNet119 緊急通報システム（以下「Net119」といいます。）の利用に際しては、本規約の全てをお読みいただき、同意された場合に限り、あらかじめ登録をしたうえでご利用ください。
（適用）
第２　利用規約の適用
本規約は、Net119及びこれに付帯関連するサービスの全てに適用されるものとします。
（概要）
第３　サービス概要
Net119は、聴覚又は音声・言語機能等に障がいがあり、音声による119番通報が困難な方が、お持ちのスマートフォンやタブレット端末等からインターネット（Web）を使って、簡単な画面操作で119番通報を行うことができる行政サービスです。
（指令センター管轄区域）
第４　指令センターの管轄区域
指令センターの管轄区域は、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、武豊町東浦町、美浜町及び南知多町（以下「知多地域」といいます。）です。
（条件）
第５　利用の条件
１　利用対象者は、聴覚又は音声・言語機能等に障がいがあり、音声による119番通報が困難な方で、組合市町にお住まいの方、又は組合市町に通勤又は通学されている方です。音声による通報が可能な方は、音声による119番通報を利用してください。
２　登録後に明らかに音声による通報が可能であると組合が判断した場合は、登録を抹消することがあります。
３　Net119は、日本語によるチャット(文字を使った会話)ができる方のみ利用できます。
４　Net119の利用には、事前登録が必要です。
５　利用にあたっては、GPS 機能を搭載し、インターネットに接続が可能であること及び電子メール機能を使うことができるスマートフォン、タブレット端末、一部の高機能フィーチャーフォン（以下「端末」といいます。）が必要となります。
６　Net119を利用できるのは、「利用者」として登録された方ご本人のみです。
７　第三者が正規の利用者になりすましていたずら通報が行われ、正規の利用者がトラブルに巻き込まれることを回避するため、Net119では厳格なセキュリティ対策を行っています。これに伴い、安全な通信ができない端末では、Net119が利用できない場合があります。
８　Net119は、全ての端末での動作を保証するものではありません。機種によっては、正常に動作しない等の理由で、利用をお断りすることがあります。また、Net119のバージョンアップ等により、それまで動作していた端末であっても、利用できなくなる場合があります。この場合は、登録されているメールアドレスあてに事前にお知らせしますので、引き続き利用を希望される場合は、新しい機種に買い換えるなどの処置をお願いします。
９　通報を行うには、GPS 機能をON に設定する必要があります。
10　通報が必要な緊急時には、GPS 機能の設定を変更することが困難な場合も考えられるため、常にON にしておくことをお勧めします。
11　迷惑メールフィルタリング等をご利用の場合には、「web119.info」ドメインからのメールを拒否しないよう設定してください。受信拒否（ドメイン指定等）が設定されている場合は設定を解除するか、ドメイン受信設定の登録をお願いします。（機種により設定方法が違いますので、設定方法についてご不明な場合は、各利用端末の取扱い説明書や販売店等で、ご確認をお願いします。）
12　端末は、ロックを有効にする等、第三者に容易に操作されないよう厳重に管理してください。
13　認証エラーなどが発生し、Net119を利用できない場合は、「お問合せ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
14　Net119は、緊急通報以外には使用できません。
（利用登録）
第６　利用登録に関する注意事項
１　複数の端末でNet119の利用を希望される場合は、1 台ごとに登録が必要になります。
２　登録にあたっては、通報を受けた指令センターが迅速に対応するため、また登録者の情報を適正に管理するための情報として、次の項目の登録が必要になります。
「端末種別」、「氏名（フリガナ）」、「性別」、「生年月日」、「メールアドレス」
※　使用できる文字：英数字、.（ピリオド）、-（ハイフン）、_（アンダーバー）、@（アットマーク）
※　ピリオドの連続（..）やアットマークの直前のピリオド（.@）を含むメールアドレスは使用できません。
「住所」、「連絡先（電話、ファックス番号）」、「障がいの内容」
３　救急隊や消防隊が現場へ到着し活動するうえでの参考情報として、ご自宅における健聴者の有無、手話又は筆談ができるかどうかを登録することができます。円滑な現場活動のために登録することをお勧めします。
「自宅に健聴者」、「手話又は筆談の状況」
４　通報時に体調不良等の理由により連絡がとれなくなった場合に備え、救急隊や消防隊が場所を特定するために使用する情報として、緊急連絡先に関する情報を登録することができます。いざという時に、組合及び指令センターが通報者との連絡を確保するうえで貴重な情報ですので、以下の項目について登録することを強くお勧めします。
「氏名（フリガナ）」、「連絡先（電話、ファックス番号）」、「メールアドレス」、「住所」
５　通報時に、何らかの理由で組合及び指令センターから利用者に連絡が取れなくなってしまった際には、緊急連絡先に登録された方に居場所の問合せを行う場合があります。ご家族などの問合せに対応いただける方を登録してください。
６　緊急連絡先の登録に際しては、緊急連絡先として登録される方から事前に同意を得てください。登録後に、当組合から登録された方に意思の確認を行う場合もあります。
７　登録いただいた情報は、緊急時に組合及び指令センターが必要と判断した場合において消防・救急活動に必要と認められる範囲で、行政機関や医療機関、警察等に対して情報提供を行います。また知多地域以外を管轄する消防機関が通報を受け付けた場合も同様の取扱いとなります。
８　利用者が救急隊や消防隊に通報場所を素早く伝えるための情報として、よく行く場所の情報を登録することができます。いざという時に、組合及び指令センターが利用者との連絡を確保するうえで貴重な情報ですので、登録することをお勧めします。
「よく行く場所の名称」、「よく行く場所の住所」
９　組合市町以外にお住まいで、組合市町に通勤・通学されている方が利用を希望される場合は、通勤先や通学先に関する情報を「よく行く場所」に必ず登録してください。
10　救急隊が搬送先の病院を選定する場合の参考情報として、医療情報を登録することができます。円滑な病院選定のために登録することをお勧めします。
「血液型」、「持病（既往歴）」、「常用薬」、「アレルギー」、「かかりつけ医療機関」
11　次の事由が発生した場合には、速やかに「お問合せ先」に記載の連絡先までご連絡いただくか、必要な申請書を提出してください。
⑴　転居やメールアドレス等の登録情報に変更があった場合
⑵　端末の機種変更を行った場合
⑶　Net119の利用条件を満たさなくなった場合
⑷　Net119の利用を中止したい場合
12　Net119の利用意思を確認するために、指令センターから登録されたメールアドレスあてに定期的にメールを送信することがありますので、メールの記載内容に沿って返信をしてください。
長期間にわたり応答がない場合等、利用意思を確認できない場合には、利用の停止措置又は利用者情報を抹消することがあります。
13　利用者別に発行される本登録用URL は、個人を認証する重要な情報になりますので、なりすまし通報の防止のため、他人に知らせないでください。
（通報）
第７　通報時の注意事項
１　音声通話により119 番通報が可能な方が近くにいる場合は、その方に音声通話による119 番通報を依頼することも考慮してください。
２　通報を行う際には、初めに「Net119」を起動し、続けて「火事」、「救急」、「その他」の通報種別を選択し、その次に、今いる場所を「自宅」、「現在地」から選択してください。
３　今いる場所として「自宅」を選択した場合は、GPS測位による現在地情報と併せて、事前に登録した住所が指令センターに送られます。「現在地」を選択した場合は、GPS 測位による現在地情報が指令センターに送られます。GPS 測位結果から正しい位置情報が得られない場合には、送信前に地図を操作して正しい現在位置に修正してください。
４　現在位置の入力が完了すると、通報が指令センターに接続され、チャットを開始します。詳しい状況を教えてください。
５　チャットに用いる言語は日本語とし、絵文字等は使用しないでください。
６　チャットが途中で切断された場合や聴取完了後に、指令センターから登録されたメールアドレスあてに「呼び返しメール」を送付する場合があります。メールが受信できる状態にしてください。
７　「呼び返しメール」が確実に受信できるように、登録しているメールアドレスに変更があった場合には、速やかに登録情報の変更手続を行ってください。
８　通報地点が不明な場合（取得した位置情報が大きくずれている場合等）は、別の手段での通報（第三者による通報等）をご案内する場合があります。
９　明らかにいたずら通報と解される場合は、以後の通報の受信を拒否することがあります。
（利用不能）
第８　サービス利用ができない場合
１　Net119は日本国内でのみ利用できます。海外での緊急通報は渡航先の制度に基づいて行ってください。
２　Net119は、携帯電話会社の通信網を使うことから、トンネル・地下・建物の中のように電波の届きにくい所、通信網のエリア外等、場所により利用できないことがあります。
３　インターネットを利用しているため、通信事業者、プロバイダ事業者等の工事、メンテナンス及び混雑、通信電波状況により利用できない場合があります。
４　何らかの理由によりNet119による通報ができない場合には、別の手段（第三者による通報等）によって119番通報を行ってください。
５　Net119のメンテナンスを行う場合には、通報ができないことを指令センターより事前に登録メールアドレスへ通知しますので、常にメールを受信できるようにしてください。ただし緊急でメンテナンスが必要となった場合は事前連絡なく実施することがあります。
６　組合は、利用者への事前の通知により、いかなる補償をすることもなくNet119の全部又は一部を停止、変更、休止又は廃止できるものとします。
当該停止等によって、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、組合は、一切の責任を負わないものとします。
（個人情報）
第９　個人情報の保護及び取扱い
１　組合は、Net119で収集した個人が特定される、又は特定され得る情報（他の情報との照合により個人を特定できる情報を含む。）を、知多中部広域事務組合個人情報保護条例をはじめとした関係法規に基づき、適正に管理し、登録された個人情報は、Net119を利用した緊急通報に関する業務の範囲内で使用し、目的外の使用はしません。
２　知多地域の管轄外からの通報が行われた場合、その場所を管轄する消防機関へ通報を転送します。その際、登録された利用者情報も含めて管轄の消防機関へ転送することがあります。
３　知多地域以外の管轄消防機関が出動した場合、搬送先医療機関へ登録情報を含む通報情報を提供することがあります。
４　Net119の登録情報及び通報内容（通報画面（チャット画面等）に入力される情報及び通報した位置情報等）が、Net119の運用保守及び消防救急業務の記録保全を目的として、指令センター及びコンピュータシステムの運用保守を行う事業者（ソフトウェア及びハードウェアの保守の委託先を含みます。）によってアクセスされます。
５　退会等に伴う登録抹消の後においても、登録情報及び通報内容並びに通信履歴は、Net119の運用保守及び消防救急業務の記録保全を目的として、相当の期間が経過するまで保管します。
６　個人情報の開示・訂正・削除等のお問合せは、当組合までご連絡ください。
（利用責任）
第10　利用者の責任負担
利用者は、自己責任においてNet119を利用するものとします。サービスの利用に必要な機器の準備及び通信料の負担は、利用者の責任において行うものとします。組合は、Net119 について慎重に管理をしますが、利用者がNet119の利用に際して行った一切の行為、その結果及び当該行為によって被った損害について、損害の原因が当組合にある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

（禁止事項）
第11　サービス利用上の禁止行為
利用者は第10に定めるものの他に、Net119の利用にあたって、以下の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。以下の行為が認められた場合には、機能を制限する、登録を抹消する等の措置をとらせていただくことがあります。
⑴　法令、インターネット上で一般的に遵守されている規則等に違反する行為
⑵　他の利用者、当組合又は第三者に不利益又は損害を与える行為
⑶　人権侵害又は差別行為、これらを助長する行為
⑷　公序良俗に反する行為
⑸　法令に違反する行為
⑹　自殺を誘引又は勧誘する行為
⑺　虚偽の情報を登録、投稿及び送受信する行為
⑻　組合に事前承諾を得ずに、Net119に関連して営利を追求する行為
⑼　組合によるNet119の運営を妨害する行為
⑽　Net119の信用を失墜、毀損させる行為
⑾　Net119を譲渡、貸与、公衆送信及び使用許諾する行為
⑿　Net119を複製、翻案、編集、改変する行為
⒀　その他、組合が不適切と判断する行為
（知的財産権等）
第12　サービスコンテンツの権利等
１　Net119に関するコンテンツの権利（所有権、特許権・著作権等の知的財産権、肖像権等）は、当組合又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
２　利用者は、Net119を利用するにあたって、一切の権利を取得することはないものとし、当組合は、利用者に対し、Net119に関する知的財産権について、Net119を本規約に従ってのみ使用することができる、非独占的かつ譲渡不能の実施権ないし使用権を許諾するものとします。
３　利用者は、所有権、知的財産権、肖像権等、Net119に関する一切の権利を侵害する行為をしてはならないものとします。
４　本条の規定に違反して権利侵害等の問題が発生した場合、利用者は、自己の負担と責任においてかかる問題を解決するとともに、組合に何らの迷惑又は損害を与えないものとし、仮に組合に損害を与えたときは、組合に対しての当該損害の全てを賠償していただくことがあります。
（免責事項）
第13　権利侵害の責任免除
１　Net119に関する情報が利用者もしくは第三者の権利を侵害し、又は当該権利侵害に起因して紛争が生じた場合であっても、その侵害及び紛争について、組合は一切の責任を負わないものとします。
２　利用者の端末機環境又は通信環境等その他の理由によっては、Net119が正常に利用できない場合がありますが、これにより利用者に生じた損害について、組合は一切の責任を負わないものとします。
３　Net119を利用者の端末機に登録するにあたって利用者の端末機がコンピュータウィルス等に感染し、利用者に損害が生じた場合であっても、組合は一切の責任を負わないものとします。
４　天災・事変等の非常事態によりNet119が正常に利用できない場合、組合は一切の責任を負わないものとします。
（規約改定）
第14　規約改定の告知・効力
組合は、本規約を随時改訂することができるものとします。組合は本規約を改訂した場合、その都度、改定後の本規約を組合ホームページ内に掲示することによって利用者に告知するものとし、改定後の本規約は当該掲示の時点で効力を生じるものとします。
（協議）
第15　疑義・問題の解決ための協議
Net119に関連して利用者、組合又は第三者との間で疑義、問題が生じた場合、その都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
（準拠法）
第16　日本法の準拠解釈
本規約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。


